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令和８年第２回宇城市議会定例会 提出議案目録（令和８年６月２日） 

区
分 

番号 案 件 名 内  容 根拠法令 主管課 頁 

報
告 

報 告 

第９号 

専決処分の報告に
ついて 
（専決第１２号） 

豊福小学校校舎棟改築工事の工事請
負契約の変更契約の締結 
【今回変更増額】  18,556,035円 
【現請負金額】3,123,990,000円 
【変更請負金額】3,142,546,035円 

地方自治法
第180条第2
項 

教育部 
学校施設課 

P.9 
～ 
P.10 

報
告 

報 告 

第10号 

専決処分の報告に
ついて 
（専決第１３号） 

松橋中学校校舎等解体工事（２期）の
工事請負契約の変更契約の締結 
【今回変更増額】  12,410,040円 
【現請負金額】 350,350,000円 
【変更請負金額】 362,760,040円 

地方自治法
第180条第2
項 

教育部 
学校施設課 

P.11 
～ 
P.12 

報
告 

報 告 

第11号 

令和７年度宇城市
一般会計継続費繰
越計算書の報告に
ついて 

翌年度逓次繰越額 
1,034,424,000円 

地方自治法
施 行 令 第
145条第1項  

総務部 
財政課 

P.13 
～ 
P.14 

報
告 

報 告 

第12号 

令和７年度宇城市
一般会計繰越明許
費繰越計算書の報
告について 

翌年度繰越額 
6,951,004,000円 

地方自治法
施 行 令 第
146条第2項  

総務部 
財政課 

P.15 
～ 
P.22 

報
告 

報 告 

第13号 

令和７年度宇城市
一般会計事故繰越
し繰越計算書の報
告について 

翌年度繰越額 
93,310,422円 

地方自治法
施 行 令 第
150条第3項  

総務部 
財政課 

P.23 
～ 
P.24 

報
告 

報 告 

第14号 

令和７年度宇城市
下水道事業会計予
算繰越計算書の報
告について 

翌年度繰越額 
建設改良費繰越 126,005,000円 

地方公営企
業法第26条
第3項 

上下水道局 
上下水道課 

P.25 
～ 
P.26 

報
告 

報 告 

第15号 

令和７年度宇城市
土地開発公社の経
営状況の報告につ
いて 

令和７年度宇城市土地開発公社経営
状況の報告 

地方自治法
第243条の3
第2項 

地方自治法
施 行 令 第
173条の5第
1項 

企画振興部 
地域振興課 

P.27 
 

別冊 
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区
分 

番号 案 件 名 内  容 根拠法令 主管課 頁 

予
算 

議 案 

第31号 

令和８年度宇城市
公共用地先行取得
事業特別会計予算 

歳入歳出予算総額  
403,038千円 

地方債の設定 

地方自治法
第 96条第 1
項第2号 

土木部 
宇土三角道
路推進室 

別冊 

予
算 

議 案 

第32号 

令和８年度宇城市
一般会計補正予算
（第１号） 

歳入歳出予算の補正 
今回補正額    253,490千円 
補正後の額  40,904,350千円 

債務負担行為の補正 
地方債の補正 

地方自治法
第 96条第 1
項第2号 

総務部 
財政課 

別冊 

予
算 

議 案 

第33号 

令和８年度宇城市
国民健康保険特別
会計補正予算（第
１号） 

歳入歳出予算の補正 
今回補正額     2,424千円 
補正後の額   7,440,212千円 

地方自治法
第 96条第 1
項第2号 

保健衛生部 
医療保険課 

別冊 

予
算 

議 案 

第34号 

令和８年度宇城市
介護保険特別会計
補正予算（第１号） 

歳入歳出予算の補正 
今回補正額    1,148千円 
補正後の額  6,734,209千円 

地方自治法
第 96条第 1
項第2号 

福祉部 
高齢介護課 

別冊 

予
算 

議 案 
第35号 

令和８年度宇城市
奨学金特別会計補
正予算（第１号） 

歳入歳出予算の補正 
補正後の額    22,246千円 

地方自治法
第96条第1
項第2号 

教育部 
教育総務課 

別冊 

予
算 

議 案 

第36号 

令和８年度宇城市
水道事業会計補正
予算（第１号） 

債務負担行為の補正 
地方自治法
第 96条第 1
項第2号 

上下水道局 
上下水道課 

別冊 

条
例 

議 案 

第37号 

宇城市キャリアア
ップ支援施設条例
の制定について 

１ 趣旨 
市民の就業機会の拡大、デジタル

スキルの向上及び地域産業の担い
手の育成を図ることを目的とし、イ
オンモール宇城にキャリアアップ
支援施設を設置するに当たり、条例
を制定するもの 

 
２ 要点 

市民の就業機会の拡大、デジタル
スキルの向上及び地域産業の担い
手育成を図る。 

 
３ 施行期日 

公布の日から起算して６月を超
えない範囲において規則で定める
日 

地方自治法
第96条第1
項第1号 

企画振興部 
企画課 

P.28 
～ 
P.32 
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区
分 

番号 案 件 名 内  容 根拠法令 主管課 頁 

条
例 

議 案 

第38号 

宇城市公共用地先
行取得事業特別会
計条例の制定につ
いて 

１ 趣旨 
国に代わり一般国道５７号宇土

三角道路に係る用地先行取得事業
を実施することに伴い、経理を明確
にするため特別会計を設ける必要
性があることから、条例を制定する
もの 

 
２ 要点 

宇城市公共用地先行取得事業特
別会計を設置し、その歳入・歳出に
ついて規定 

 
３ 施行の日 

公布の日 

地方自治法
第96条第1
項第1号 

土木部 
宇土三角道
路推進室 

P.33 

条
例 

議 案 

第39号 

宇城市公共用地先
行取得基金条例の
制定について 

１ 趣旨 
国に代わり実施する一般国道５

７号宇土三角道路に係る用地先行
取得事業の円滑な執行を図るため、
基金を創設する必要性があること
から、条例を制定するもの 

 
２ 要点 

基金の管理運用について規定 
 
３ 施行期日 
  公布の日 

地方自治法
第96条第1
項第1号 

土木部 
宇土三角道
路推進室 

P.34 
～ 
P.35 

条
例 

議 案 

第40号 

宇城市企業振興促
進条例の一部を改
正する条例の制定
について 

１ 趣旨 
企業誘致及び地域が抱える課題

解決のために対象産業及び補助要
件を見直すことに伴い、条例を改正
するもの 

 
２ 要点 
 (1) 対象産業の拡大 
 (2) 補助要件の見直し 
 
３ 施行期日 

令和８年７月１日 

地方自治法
第96条第1
項第1号 

企画振興部 
地域振興課 

P.36 
～ 
P.37 

条
例 

議 案 
第41号 

宇城市文化財保護
条例及び宇城市文
化財保護審議会条
例の一部を改正す
る条例の制定につ
いて 

１ 趣旨 
条文の規定見直しに伴い、条例を

改正するもの 
 
２ 要点 

条例において引用する法律の条
項の整理 

 
３ 施行期日 

公布の日 

地方自治法
第96条第1
項第1号 

教育部 
文化スポーツ課 

P.38 
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区
分 

番号 案 件 名 内  容 根拠法令 主管課 頁 

そ
の
他 

議 案 

第42号 
権利の放棄につい
て 

損害賠償金滞納繰越分の債権ついて、
徴収見込みがないため（不納欠損処
分） 

地方自治法
第96条第1
項第10号 

保健衛生部 
衛生環境課 

P.39 

そ
の
他 

議 案 

第43号 
宇城市土地開発公
社の解散について 

宇城市土地開発公社を解散すること
について、議会の議決を求めるもの 

公有地の拡
大の推進に
関する法律
第22条第1
項 

企画振興部 
地域振興課 

P.40 

同
意 

同 意 

第10号 

監査委員の選任に
ついて 
（河野真理氏） 

市議会選任の委員の任期が令和8年4
月30日をもって満了となったことに
伴う議会の選任同意 
１ 住所 熊本県宇城市松橋町 

２ 氏名 河野
かわの

 真理
ま り

 
３ 年齢 満52歳 

地方自治法
第196条第1
項 

総務部 
総務課 

P.41 

同
意 

同 意 

第11号 

固定資産評価員の
選任について 
（田尻勇樹氏） 

令和8年4月1日付け人事異動に伴う議
会の選任同意 
１ 住所 熊本県宇城市不知火町 

２ 氏名 田尻
たじり

 勇樹
ゆうき

 
３ 年齢 満46歳 

地方税法第
404条第2項 

総務部 
総務課 

P.42 

同
意 

同 意 

第12号 

農業委員会委員の
任命について 
（河野公明氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市松橋町 

２ 氏名 河野
かわの

 公明
きみあき

 
３  年齢 満63歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.43 

同
意 

同 意 

第13号 

農業委員会委員の
任命について 
（森田加代子氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市小川町 

２ 氏名 森田
もりた

 加代子
か よ こ

 
３  年齢 満74歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.44 

同
意 

同 意 

第14号 

農業委員会委員の
任命について 
（春野こずえ氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市松橋町 

２ 氏名 春野
はるの

 こずえ 
３  年齢 満70歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.45 
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区
分 

番号 案 件 名 内  容 根拠法令 主管課 頁 

同
意 

同 意 

第15号 

農業委員会委員の
任命について 
（森田滿氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市不知火町 

２ 氏名 森田
もりた

 滿
みつる

 
３  年齢 満61歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.46 

同
意 

同 意 

第16号 

農業委員会委員の
任命について 
（楠田秋彦氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市不知火町 

２ 氏名 楠田
くすだ

 秋彦
あきひこ

 
３  年齢 満64歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.47 

同
意 

同 意 

第17号 

農業委員会委員の
任命について 
（中田修氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市三角町 

２ 氏名 中田
なかだ

 修
おさむ

 
３  年齢 満59歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.48 

同
意 

同 意 

第18号 

農業委員会委員の
任命について 
（宮本文子氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市不知火町 

２ 氏名 宮本
みやもと

 文子
ふみこ

 
３  年齢 満68歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.49 

同
意 

同 意 

第19号 

農業委員会委員の
任命について 
（山田哲郎氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市松橋町 

２ 氏名 山田
やまだ

 哲郎
てつろう

 
３  年齢 満56歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.50 

同
意 

同 意 

第20号 

農業委員会委員の
任命について 
（岩田猛氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市小川町 

２ 氏名 岩田
いわた

 猛
たけし

 
３  年齢 満68歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.51 

同
意 

同 意 

第21号 

農業委員会委員の
任命について 
（藤本正剛氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市豊野町 

２ 氏名 藤本
ふじもと

 正剛
せいごう

 
３  年齢 満67歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.52 
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区
分 

番号 案 件 名 内  容 根拠法令 主管課 頁 

同
意 

同 意 

第22号 

農業委員会委員の
任命について 
（杉田宏氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市豊野町 

２ 氏名 杉田
すぎた

 
まさ

宏
ひろ

 
３  年齢 満63歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.53 

同
意 

同 意 

第23号 

農業委員会委員の
任命について 
（河田克志氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市小川町 

２ 氏名 河田
かわた

 克志
かつし

 
３  年齢 満49歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.54 

同
意 

同 意 

第24号 

農業委員会委員の
任命について 
（五嶋一精氏） 

現委員が令和8年7月19日をもって任
期満了となることに伴う議会の任命
同意 
１ 住所 熊本県宇城市三角町 

２ 氏名 五嶋
ごしま

 一
いっ

精
せい

 
３  年齢 満59歳 

農業委員会
等に関する
法律第8条
第1項 

総務部 
総務課 

P.55 

諮
問 

諮 問 

第１号 
人権擁護委員候補
者の推薦について 

現委員の令和8年9月30日任期満了に
伴う法務大臣への推薦諮問 
１ 住所 熊本県宇城市小川町 

２ 氏名 渕本
ふちもと

 法
ほう

仁
じん

 
３ 年齢 満65歳 

人権擁護委
員法第6条
第3項 

総務部 
人権啓発課 

P.56 

-8-



 

報告第９号 

 

 

 

専決処分の報告について 

 

宇城市長の専決事項の指定について（平成３０年議決）で指定されている事項につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の

とおり市長において専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを議会に報告す

る。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

内 容 変更金額（円） 

豊福小学校校舎棟改築工事の工事請負契

約の変更契約の締結 

【今回変更増額】   18,556,035 
【現請負金額】3,123,990,000 
【変更請負金額】3,142,546,035 
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専決第１２号 

 

 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の

議決により指定されている市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分とする。 

 

令和８年４月２８日専決 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

市は、令和７年９月１６日付けの議会の議決を経て締結した工事請負契約について、

次のとおり変更契約を締結する。 

 

１ 工  事  名 豊福小学校校舎棟改築工事 

２ 今回変更増額    １８，５５６，０３５円（税込） 

  現請負金額 ３，１２３，９９０，０００円（税込） 

  変更請負金額 ３，１４２，５４６，０３５円（税込） 

３ 契約の相手方 住    所 熊本県熊本市中央区大江４丁目１３番２０号 

         商号又は名称 小竹・髙橋・いさお特定建設工事共同企業体 

         代表者氏名 株式会社 小竹組 

代表取締役 江越 征記 
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報告第１０号 

 

 

 

専決処分の報告について 

 

宇城市長の専決事項の指定について（平成３０年議決）で指定されている事項につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の

とおり市長において専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを議会に報告す

る。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

内 容 変更金額（円） 

松橋中学校校舎等解体工事（２期）の工事

請負契約の変更契約の締結 

【今回変更増額】   12,410,040 
【現請負金額】  350,350,000 
【変更請負金額】  362,760,040 
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専決第１３号 

 

 

 

専決処分書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の

議決により指定されている市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分とする。 

 

令和８年５月７日専決 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

市は、令和７年９月１６日付けの議会の議決を経て締結した工事請負契約について、

次のとおり変更契約を締結する。 

 

１ 工  事  名 松橋中学校校舎等解体工事（２期） 

２ 今回変更増額  １２，４１０，０４０円（税込） 

  現請負金額 ３５０，３５０，０００円（税込） 

  変更請負金額 ３６２，７６０，０４０円（税込） 

３ 契約の相手方 住    所 熊本県宇城市松橋町両仲間２７２番地の１ 

         商号又は名称 株式会社 日置組 

         代表者氏名 代表取締役 岡本 和久 
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報告第１１号 

 

 

 

令和７年度宇城市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、令

和７年度宇城市一般会計継続費について、次のとおり繰越計算書を調製し議会に報告

する。 

 

  令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

令和７年度宇城市一般会計継続費繰越計算書 

別紙のとおり 

 

 （提案理由） 

   地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、令和７年度宇城市一般会計

継続費について、繰越計算書を調製したので、議会に報告する。 
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報告第１２号 

 

 

 

令和７年度宇城市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令

和７年度宇城市一般会計繰越明許費について、次のとおり繰越計算書を調製し議会に

報告する。 

 

  令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

令和７年度宇城市一般会計繰越明許費繰越計算書 

別紙のとおり 

 

 （提案理由） 

   地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和７年度宇城市一般会計

繰越明許費について、繰越計算書を調製したので、議会に報告する。 
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報告第１３号 

 

 

 

令和７年度宇城市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定により、令

和７年度宇城市一般会計事故繰越しについて、次のとおり繰越計算書を調製し議会に

報告する。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

令和７年度宇城市一般会計事故繰越し繰越計算書 

別紙のとおり 

 

（提案理由） 

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、令和７年度宇城市一般会計

事故繰越しについて、繰越計算書を調製したので、議会に報告する。 
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報告第１４号 

 

 

 

令和７年度宇城市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、令和

７年度宇城市下水道事業会計予算について、繰越を行ったので、次のとおり繰越計算

書を作成し議会に報告する。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

令和７年度宇城市下水道事業会計予算繰越計算書 

別紙のとおり 

 

（提案理由） 

地方公営企業法第２６条第３項の規定により、令和７年度宇城市下水道事業会

計予算繰越について、繰越計算書を作成したので、議会に報告する。 
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報告第１５号 

 

 

 

令和７年度宇城市土地開発公社の経営状況の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項及び地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条の５第１項の規定により、宇城市が出資す

る宇城市土地開発公社の経営状況を次のとおり報告する。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

令和７年度宇城市土地開発公社の経営状況 

別冊のとおり 

 

（提案理由） 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、宇城市が出資する宇城市土地

開発公社の令和７年度の経営状況について、地方自治法施行令第１７３条の５第

１項で定める当該法人の事業の計画及び決算に関する書類を作成したので、議会

に報告する。 
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議案第３７号 

  

  

  

   宇城市キャリアアップ支援施設条例の制定について 

  

 宇城市キャリアアップ支援施設条例を次のように制定することとする。 

  

  令和８年６月２日提出 

  

                         宇城市長 末松 直洋    

  

  

  

宇城市キャリアアップ支援施設条例 

 

 （設置） 

第１条 市民の就業機会の拡大、デジタルスキルの向上及び地域産業の担い手の育成

を図るため、キャリアアップ支援施設（以下「支援施設」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 (1) 名称 宇城市キャリアアップ支援施設 

 (2) 位置 宇城市小川町北新田１番地１ イオンモール宇城シネマ棟１階 

 （業務） 

第３条 支援施設は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

 (1) デジタルスキル及び職業能力の向上に関する講座及び研修に関すること。 

 (2) 就労、転職、起業等に関する相談支援に関すること。 

 (3) 企業とのマッチング及び就業機会の創出に関すること。 

 (4) コワーキングスペース等の提供による交流促進に関すること。 

 (5) その他市長が必要と認める業務 

 （休館日） 

第４条 支援施設の休館日は、１２月２８日から１月４日までの日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更

し、又は別に定めることができる。 

 （開館時間） 

第５条 支援施設の開館時間は、午前９時から午後９時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変

更することができる。 
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 （利用の許可） 

第６条 支援施設の施設及び付属設備（以下「施設等」という。）を利用しようとする

者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、支援施設の管理上必要な条件を付する

ことができる。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援施設の利用を許可

しない。 

(1) その利用が支援施設の設置の目的に反するとき。 

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の

利益となるとき。 

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(5) その他利用させることが支援施設の管理上支障があるとき。 

 （利用権の譲渡等の禁止） 

第７条 前条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、許可を受けた目

的以外に施設等を利用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはなら

ない。 

 （特別の設備の制限） 

第８条 利用者は、支援施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの

物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

 （利用許可の取消し等） 

第９条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は支援施設の管理

上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停

止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。 

(3) 支援施設の利用に係る料金（以下「使用料」という。）を納期限までに納付し

ないとき。 

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。 

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。 

２ 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負

わない。 

 （入館の制限） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支援施設への入館を

拒否し、又は支援施設からの退館を命ずることができる。 

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのお

それがある物品又は動物を携帯する者 
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(2) 感染症の疾患を有する者 

(3) 泥酔している者 

(4) その他市長が管理上支障があると認める者 

 （使用料） 

第１１条 利用者は、別表に定める使用料を、時間利用にあっては利用後に、日利用

にあっては利用許可を受けたときに、月利用にあっては当該利用の開始の日までに

納付しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第１２条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除す

ることができる。 

 （使用料の不還付） 

第１３条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 (1) 支援施設の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。 

 (2) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用

することができないとき。 

 （指定管理者による管理） 

第１４条 支援施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により支援施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条及び第

５条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらか

じめ市長の承認を得て、支援施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館

時間を変更することができる。 

３ 第１項の規定により支援施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第６

条、第８条から第１０条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替

えるものとする。 

４ 第１項の規定により支援施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該

指定管理者が支援施設の管理を行うこととされた期間前にされた第６条第１項（前

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による許可の申請は、当

該指定管理者にされた許可の申請とみなす。 

５ 第１項の規定により支援施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該

指定管理者が支援施設の管理を行うこととされた期間前に第６条第１項（第３項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による許可を受けている者

は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。 

 （指定管理者の業務） 

第１５条 前条第１項の規定により指定管理者に支援施設の管理を行わせる場合に当

該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 
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 (1) 第３条各号に掲げる業務 

 (2) 支援施設の利用の許可に関する業務 

 (3) 施設等の維持及び修繕に関する業務 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が支援施設の管理上必要と認める業務 

 （指定管理者が行う管理の基準） 

第１６条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、

適正に支援施設の管理を行わなければならない。 

 （利用料金） 

第１７条 第１１条の規定にかかわらず、支援施設の管理を指定管理者に行わせる場

合には、第１５条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設等の利用に係る

料金（以下「利用料金」という。）を収受させることができる。 

２ 利用料金の額は、第１１条に定める額に１．３を乗じて得た額を上限として、指

定管理者が市長の承認を得て定めた額とする。 

３ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免

又は還付をすることができる。 

 （原状回復の義務） 

第１８条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第２４４条の２第１

１項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状

に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。 

２ 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復し、

又は搬入した物件を撤去しなければならない。第９条の規定により利用の停止又は

許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。 

３ 前２項に規定する義務を履行しないときは、市においてこれを執行し、指定管理

者又は利用者からその費用を徴収することができる。 

 （損害賠償の義務） 

第１９条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償

しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

 （委任） 

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （過料） 

第２１条 詐欺その他不正の行為により第１１条の使用料の徴収を免れた者に対し、

その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を

超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処することができる。 

２ 前項に定めるものを除くほか、使用料に関する手続に違反した者は、５万円以下

の過料に処することができる。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行う

ことができる。 

別表（第１１条関係） 

利用区分 

 

 

 

使用料 

市内に住

所を有す

る者 

市外に住

所を有す

る者 

学生 

コワーキ

ングスペ

ース利用 

（１人に

つき） 

時間利用 １時間利

用 

１時間に

つき 

300円 600円 100円 

日利用 １日利用 １日につ

き 

1,000円 2,000円 500円 

月利用 １月利用 １月につ

き 

8,000円 16,000円 4,000円 

セミナー

スペース

利用 

時間利用

（9時～

17時） 

１時間利

用 

１時間に

つき 

10,000円 20,000円 5,000円 

時間利用

（17時～

21時） 

１時間利

用 

１時間に

つき 

15,000円 30,000円 7,500円 

備考 １ 「学生」とは、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学専修学

校若しくは各種学校に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。 

   ２ 就学年齢に達しない者の使用料は、無料とする。 

 

（提案理由） 

市民の就業機会の拡大、デジタルスキルの向上及び地域産業の担い手の育成を

図ることを目的とし、イオンモール宇城にキャリアアップ支援施設を設置するに

当たり、宇城市キャリアアップ支援施設条例を制定する必要が生じたため、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を得る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３８号 

 

 

 

宇城市公共用地先行取得事業特別会計条例の制定について 

 

宇城市公共用地先行取得事業特別会計条例を次のように制定することとする。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

宇城市公共用地先行取得事業特別会計条例 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定に基づき、

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土

地をあらかじめ取得する事業（以下「公共用地先行取得事業」という。）の円滑な運

営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。 

（歳入及び歳出） 

第２条 この会計においては、土地売払収入、一般会計及び公共用地先行取得基金（以

下「基金」という。）からの繰入金、前年度からの繰越金、市債その他の収入をもっ

てその歳入とし、公共用地先行取得事業費、一般会計繰出金、基金への積立金、市

債の元利償還金その他の支出をもってその歳出とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

国に代わり一般国道５７号宇土三角道路に係る用地先行取得事業を実施する

ことに伴い、経理を明確にするため特別会計を設ける必要性があることから、宇

城市公共用地先行取得事業特別会計条例を制定する必要が生じたため、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を得る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３９号 

 

 

 

宇城市公共用地先行取得基金条例の制定について 

 

宇城市公共用地先行取得基金条例を次のように制定することとする。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

宇城市公共用地先行取得基金条例 

 

（設置） 

第１条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のあ

る土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため宇城市公共

用地先行取得基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出予算（以

下「予算」という。）で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものと

する。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 市長は、第１条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財

源に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。 

（委任） 
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第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

国に代わり実施する一般国道５７号宇土三角道路に係る用地先行取得事業の

円滑な執行を図るため、基金を創設する必要性があることから、宇城市公共用地

先行取得基金条例を制定する必要が生じたため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を得る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４０号 

 

 

 

   宇城市企業振興促進条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 宇城市企業振興促進条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

 

  令和８年６月２日 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

   宇城市企業振興促進条例の一部を改正する条例 

 

 宇城市企業振興促進条例（平成２０年宇城市条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条第１号中「工場、」を削り、「研究開発施設」の次に「、飲食施設」を、「物

流施設」の次に「、商業施設、工場」を加え、同条第７号中「第３条」を「次条」に、

「適用施設等」を「立地協定」に改める。 

 第３条の見出しを「（立地協定）」に改め、同条第１項中「次の各号のいずれか」

を「規則で定めるもの」に、「この条例を適用する施設等（以下「適用施設等」とい

う。）として指定」を「設置しようとする民間事業者と立地協定を締結」に改め、同

項各号を削り、同条第２項中「次の各号のいずれかに該当する施設であって、規則で

定めるものについては、適用施設等として指定」を「規則で定める施設等については、

立地協定を締結」に改め、同項各号を削り、同条第３項中「指定を受けよう」を「立

地協定を締結しよう」に、「申請」を「事業計画を提出」に改め、同条第４項中「申

請」を「提出」に、「指定を」を「立地協定を締結」に改める。 

 第４条第１項中「適用施設等に指定した施設等を新設又は増設する」を「立地協定

を締結した」に改め、「民間事業者」の次に「（以下「立地企業」という。）」を加

え、同条第２項及び第４項中「別表」を「規則」に改め、同条第５項中「適用施設等

の民間事業者」を「立地企業」に改める。 

 第５条中「第３条第１項の規定による適用施設等の新設又は増設を行う民間事業者」

を「立地企業」に改め、同条第２号中「適用」を「立地協定を締結した」に改める。 

 第６条の見出し中「指定」を「立地協定」に改め、同条第１項中「適用施設等を」

を「立地協定を締結した施設等を」に、「適用施設等の指定」を「施設等の立地協定」
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に改め、同条第２項中「適用」を「立地協定を締結した」に、「指定」を「立地協定」

に改める。 

 第７条の見出し中「指定」を「立地協定」に改め、同条各号列記以外の部分中「適

用施設等」を「立地協定を締結した施設等」に、「指定」を「立地協定」に改め、同

条第１号中「適用施設等として」を「立地協定」に改め、同条第３号中「適用施設等

の指定を受けた」を「立地協定を締結した」に改め、同条中第５号を第６号とし、第

４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 宇城市暴力団排除条例（平成２３年宇城市条例第１７号）第２条第１号から第

４号までに規定する者と認められたとき。 

 附則第４項中「とし、別表設備投資補助金の部限度額の欄中「５，０００万円」と

あるのは、「２億円」」を削る。 

 別表を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例の施行の日の前日までに、この条例による改正

前の宇城市企業振興促進条例（以下「改正前の条例」という。）の規定により立地

協定を締結している施設等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例によ

る。 

 （宇城市税特別措置条例の一部改正） 

３ 宇城市税特別措置条例（令和４年宇城市条例第１２号）を次のように改正する。 

第６条第１項中「第３条」を「第４条第１項第１号」に、「適用施設等として指

定を受けた」を「設備投資補助金の交付の確定を受けた」に改める。 

（附則第３項による一部改正に伴う経過措置） 

４ 前項の施行の際現に前項の規定による改正前の宇城市税特別措置条例（以下「改

正前の税特措条例」という。）第６条の規定により行われている改正前の条例の規

定により適用施設の指定を令和８年６月３０日以前に受けた施設等に対する改正

前の税特措条例における固定資産税の課税免除及び不均一課税の規定に関しては、

この条例の施行後も、なお効力を有する。 

 

 （提案理由） 

   企業誘致及び地域が抱える課題解決のために対象産業及び補助要件を見直すこ

とに伴い、宇城市企業振興促進条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、議会の議

決を経る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４１号 

 

 

 

宇城市文化財保護条例及び宇城市文化財保護審議会条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

宇城市文化財保護条例及び宇城市文化財保護審議会条例の一部を改正する条例を次

のように制定することとする。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

宇城市文化財保護条例及び宇城市文化財保護審議会条例の一部を改正する条例 

 

（宇城市文化財保護条例の一部改正） 

第１条 宇城市文化財保護条例（平成１７年宇城市条例第１０６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「第９８条第２項」を「第１８２条第２項」に改める。 

第２条中「第２条第１項第１号から第４号まで」を「第２条第１項各号」に、「及

び記念物」を「、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群」に改める。 

（宇城市文化財保護審議会条例の一部改正） 

第２条 宇城市文化財保護審議会条例（平成１７年宇城市条例第１０７号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「第１０５条」を「第１９０条」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

条文の規定見直しに伴い、宇城市文化財保護条例及び宇城市文化財保護審議会

条例の一部を改正する必要があるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４２号 

 

 

 

権利の放棄について 

 

次のように権利を放棄したいので、議決を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

１ 権利の内容 

損害賠償金滞納繰越分の債権（遅延損害金を含む。） 

２ 放棄する権利の金額 

(1) 損害賠償金 ３１，８０９，７２３円 

(2) 遅延損害金   ４，９６２，７８９円 

   合計     ３６，７７２，５１２円 

３ 相手方 

宇城三角清掃社有限会社 

４ 放棄する理由 

  法人登記が閉鎖し、債権回収が著しく困難なため 

 

（提案理由） 

債権の放棄については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第１０号の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４３号 

 

 

 

宇城市土地開発公社の解散について 

 

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第２２条第１項の規

定により、宇城市土地開発公社を解散することについて、議会の議決を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

（提案理由） 

宇城市土地開発公社を解散することについて、公有地の拡大の推進に関する法

律第２２条第１項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１０号 

 

 

 

監査委員の選任について 

 

下記の者を、宇城市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市松橋町 

２ 氏名 河野
かわの

 真理
ま り

 

３ 年齢 満５２歳 

 

 （提案理由） 

   新たに市議会選任の監査委員を選任するに当たり、地方自治法第１９６条第１

項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１１号 

 

 

 

固定資産評価員の選任について 

 

下記の者を、固定資産評価員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市不知火町 

２ 氏名 田尻
たじり

 勇樹
ゆうき

 

３ 年齢 満４６歳 

 

（提案理由） 

固定資産評価員に選任するには、地方税法第４０４条第２項の規定により、議

会の同意を得る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１２号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市松橋町 

２ 氏名 河野
かわの

 公明
きみあき

 

３ 年齢 満６３歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１３号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市小川町 

２ 氏名 森田
もりた

 加代子
か よ こ

 

３ 年齢 満７４歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１４号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市松橋町 

２ 氏名 春野
はるの

 こずえ 

３ 年齢 満７０歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１５号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市不知火町 

２ 氏名 森田
もりた

 滿
みつる

 

３ 年齢 満６１歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１６号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市不知火町 

２ 氏名 楠田
くすだ

 秋彦
あきひこ

 

３ 年齢 満６４歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１７号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市三角町 

２ 氏名 中田
なかだ

 修
おさむ

 

３ 年齢 満５９歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１８号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市不知火町 

２ 氏名 宮本
みやもと

 文子
ふみこ

 

３ 年齢 満６８歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第１９号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市松橋町 

２ 氏名 山田
やまだ

 哲郎
てつろう

 

３ 年齢 満５６歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第２０号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市小川町 

２ 氏名 岩田
いわた

 猛
たけし

 

３ 年齢 満６８歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第２１号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市豊野町 

２ 氏名 藤本
ふじもと

 正剛
せいごう

 

３ 年齢 満６７歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第２２号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市豊野町 

２ 氏名 杉田
すぎた

 
まさ

宏
ひろ

 

３ 年齢 満６３歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第２３号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市小川町 

２ 氏名 河田
かわた

 克志
かつし

 

３ 年齢 満４９歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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同意第２４号 

 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

下記の者を、宇城市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市三角町 

２ 氏名 五嶋
ごしま

 一
いっ

精
せい

 

３ 年齢 満５９歳 

 

（提案理由） 

   新たに農業委員会委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 

   これが、この議案を提出する理由である。 
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諮問第１号 

 

 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

宇城市長 末松 直洋    

 

 

 

記 

 

１ 住所 熊本県宇城市小川町 

２ 氏名 渕本
ふちもと

 法
ほう

仁
じん

 

３ 年齢 満６５歳 

 

（提案理由） 

現委員が令和８年９月３０日をもって任期満了となるため、法務大臣に推薦す

るに当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を聞く必要

がある。 

これが、この諮問を提出する理由である。 
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宇城市


